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新
旧
対
照
条
文

○
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
管
理
業
務
主
任
者
証
の
記
載
事
項
）

（
管
理
業
務
主
任
者
証
の
記
載
事
項
）

第
七
十
四
条

法
第
六
十
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と

第
七
十
四
条

法
第
六
十
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

（
削
る
）

一

管
理
業
務
主
任
者
の
住
所

一
～
三

（
略
）

二
～
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

別
記
様
式
第
二
十
二
号

（第
七
十
四
条
関
係

）

別
記
様
式
第
二
十
二
号

（第
七
十
四
条
関
係

）

（
裏

略
）

（
裏

略
）


